
住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令和８年３月25日版）】等　正誤表

正 誤

1 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

凡例 － 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）……入管
法

出入国管理及び難民認定法（昭和26年法律第319号）……入管
法

誤記を訂正 R8.3.25

2 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
1.2　異動履歴データ
1.2.1　異動履歴の管理

0010049 【実装必須機能】
（前略）
・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の
変更有無にかかわらず、全項目の内容を保持する。

【実装必須機能】
（前略）
・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の
変更有無に係わらず、全項目の内容を保持する。

誤記を訂正 R8.3.25

3 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
2　検索・照会・操作
2.2.1　異動履歴照会

0010091 【実装必須機能】
（前略）
1.2.1（異動履歴の管理）に規定する項目を用いて住民の異動履
歴を照会できること。

【実装必須機能】
（前略）
1.2.1（異動履歴）に規定する項目を用いて住民の異動履歴を照
会できること。

誤記を訂正 R8.3.25

4 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
4　異動
4.1.1.3　特例転入（オンラインによる
転出届・転入（転居）予約）

0010177 【実装必須機能】
（前略）
CSから連携された転出証明書情報は、転入届がされなかった場
合、令で定める期間の経過後に消去できること。その際、転入予
約情報及びマイナポータルで付された符号についても消去でき
ること。

【実装必須機能】
（前略）
CSから連携された転出証明書情報は、転入届がされなかった場
合、政令で定める期間の経過後に消去できること。その際、転入
予約情報及びマイナポータルで付された符号についても消去で
きること。

誤記を訂正 R8.3.25

5 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
4　異動
4.1.2.2　マイナポータルからの転居
予約（オンラインによる転出届・転入
（転居）予約）

0010187 【実装必須機能】
（前略）
申請管理機能から取得した転居予約情報は、4.1.1.3特例転入
（オンラインによる転出届・転入（転居）予約）に記載の、令で定め
る期間経過後の転出証明書情報の消去に準じた期間経過後に
消去できること。

【実装必須機能】
（前略）
申請管理機能から取得した転居予約情報は、4.1.1.3特例転入
（オンラインによる転出届・転入（転居）予約）に記載の、政令で
定める期間経過後の転出証明書情報の消去に準じた期間経過
後に消去できること。

誤記を訂正 R8.3.25

6 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
 5　証明

5.7　公用表示

0010319 【実装必須機能】
証明書（住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項
証明書、住民票除票記載事項証明書）に「公用」の表示（印字）
ができること。

【考え方・理由】
（前略）
これらを受け、住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載
事項証明書及び住民票除票記載事項証明書に「公用」と表示
（印字）することは、本人等の請求や第三者からの申出による住
民票の写し等の交付と区別する上で必要といえる。
（後略）

【実装必須機能】
証明書（住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項
証明書、除票記載事項証明書）に「公用」の表示（印字）ができる
こと。

【考え方・理由】
（前略）
これらを受け、住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載
事項証明書及び除票記載事項証明書に「公用」と表示（印字）す
ることは、本人等の請求や第三者からの申出による住民票の写
し等の交付と区別する上で必要といえる。
（後略）

誤記を訂正 R8.3.25

更新日No. 資料名 該当箇所
訂正箇所

備考機能ID



住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令和８年３月25日版）】等　正誤表

正 誤
更新日No. 資料名 該当箇所

訂正箇所
備考機能ID

7 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
10　共通
10.1.　EUC機能ほか

0010403 【実装必須機能】
EUC機能を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができるこ
と。
EUC機能へ連携するデータ項目は「データ要件・連携要件標準
仕様書」の「基本データリスト（住民基本台帳）」の規定に従うこと
（住民記録システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築す
る場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を
利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利
用も可能とする。）。なお、機能別連携仕様にて他業務から取得
しているデータ項目については、住民基本台帳の基本データリス
トにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データ
の型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義
に従う必要がある。

【実装必須機能】
EUC機能を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができるこ
と。
EUC機能へ連携するデータ項目は「データ要件・連携要件標準
仕様書」の「基本データリスト（住民記録システム）」の規定に従う
こと（住民記録システムとEUC機能を一体のパッケージとして構
築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項
目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目
の利用も可能とする。）。なお、機能別連携仕様にて他業務から
取得しているデータ項目については、住民記録システムの基本
データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象と
し、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリス
トの定義に従う必要がある。

誤記を訂正 R8.3.25

8 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
10　共通
10.4　操作権限設定

0010421 【実装必須機能】
システムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限
においては、他課参照や異動・証明を含む全ての画面にて、「戸
籍の表示」、「個人番号」、「住民票コード」及び「在留資格等」の
項目を表示又は非表示に設定できること（支援措置対象者の権
限設定については10.3（操作権限管理）を参照）。

【実装必須機能】
システムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限
においては、他課参照や異動・証明を含む全ての画面にて、「戸
籍の表示」、「個人番号」、「住民票コード」及び「在留資格等」の
項目を表示又は非表示に設定できること（支援措置対象者の権
限設定については10.3（操作権限設定）を参照）。

誤記を訂正 R8.3.25

9 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】

第３章　機能要件
11 エラー・アラート項目　
11.1　エラー・アラート項目
エラーNo.7

0010565 【考え方・理由】
また、6のエラーのみでカバーできるのではないかとの意見も
あったが、実際に別人に付番されている個人番号と取り違えた
場合にはチェックデジットでは防げないこと、本エラーは全ての準
構成員が既に実装しており、費用面での問題も小さいと考えられ
ることから、6とは別のエラーとして備える。

【考え方・理由】
また、4のエラーのみでカバーできるのではないかとの意見も
あったが、実際に別人に付番されている個人番号と取り違えた
場合にはチェックデジットでは防げないこと、本エラーは全ての準
構成員が既に実装しており、費用面での問題も小さいと考えられ
ることから、4とは別のエラーとして備える。

誤記を訂正 R8.3.25

10 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
機能要件

0010282 在留資格の取消し、在留資格の変更許可（中長期在留資格者→
住基対象外）等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり
修正及び消除できること。
・通知日にかかわらず取込が済んでいない対象者（既に除票と
なった者を除く。）が一覧でき、手動で取込ができること。

在留資格の取消し、在留資格の変更許可（中長期在留資格者→
住基対象外）等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり
修正及び消除できること。
・通知日にかかわらず取込が済んでいない対象者（既に除票と
なった者を除く 。）が一覧でき、手動で取込ができること。

誤記を訂正（削除不要箇所における取
り消し線残存）

R8.3.25

11 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
適合基準日

0010282 令和8年4月1日 ー 誤記を訂正 R8.3.25

12 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
機能要件

0010590 住民票の写し（世帯連記式を含む。）、住民票の除票の写し、住
民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明
書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写
し（閲覧用）の氏名（外国人住民のみ）及び通称の項目は、それ
ぞれの項目の内容の後に括弧書きでカタカナによるフリガナを記
載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場合、以下
のように記載すること。（例示については、シート「帳票関連項目
等一覧」を参照）

住民票の写し（世帯連記式を含む。）、住民票の除票の写し、住
民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明
書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写
し（閲覧用）の氏名（外国人住民のみ） 、旧氏及び通称の項目
は、それぞれの項目の内容の後に括弧書きでカタカナによるフリ
ガナを記載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場
合、以下のように記載すること。
（例示については、シート「帳票関連項目等一覧」を参照）

誤記を訂正（削除箇所における取り消
し線残存）

R8.3.25

13 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
機能要件

0010594 日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称の
フリガナをひらがなにより記載できること。

日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称の
フリガナをひらがなによりを記載できること。

誤記を訂正 R8.3.25



住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令和８年３月25日版）】等　正誤表

正 誤
更新日No. 資料名 該当箇所

訂正箇所
備考機能ID

14 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
要件種別

0010446 様式・帳票要件 機能要件 誤記を訂正 R8.3.25

15 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
要件種別

0010450 様式・帳票要件 機能要件 誤記を訂正 R8.3.25

16 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「機能帳票要件一覧」
機能要件

0010596 （前略）
なお、日本人氏名及び日本人氏名の振り仮名について、それぞ
れの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分につ
いて「【氏空欄】」又は「【名空欄】」と記載する。 
（後略）

（前略）
なお、日本人氏名及び日本人氏名の振り仮名について、それぞ
れの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分つい
て「【氏空欄】」又は「【名空欄】」と記載する。 
（後略）

誤記を訂正 R8.3.25

17 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_機能・帳票要件一覧

シート「参照事項一覧」
7　連携
7.2.1　他の標準準拠システムへの連
携
機能ID

- 0010354 0010363 誤記を訂正 R8.3.25

18 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」
シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名（桁
数/行）：12/2

住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名（桁
数/行）：12

誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

19 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」
シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 本籍又は国籍・地域項目名（桁数/行）：5/2 本籍又は国籍・地域項目名（桁数/行）：5 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

20 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」
シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 法第30条の45区分項目名（桁数/行）：10/2 法第30条の45区分項目名（桁数/行）：10 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

21 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」
シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 在留期間満了日項目名（桁数/行）：7/2 在留期間満了日項目名（桁数/行）：7 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25



住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令和８年３月25日版）】等　正誤表

正 誤
更新日No. 資料名 該当箇所

訂正箇所
備考機能ID

22 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」
シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 在留カード等の番号項目名（桁数/行）：9/2 在留カード等の番号項目名（桁数/行）：9 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

23 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」

- 記載・削除年月日（内容）：【通称の記載及び削除に関する事項】
の1行下、枠左端から1文字空け「通称を記載した年月日」＋「記
載」＋「、」＋「通称を削除した年月日」＋「削除」

記載・削除年月日（内容）：【通称の記載および削除に関する事
項】の1行下、枠左端から1文字空け「通称を記載した年月日」＋
「記載」＋「、」＋「通称を削除した年月日」＋「削除」

誤記を訂正 R8.3.25

24 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」

- 統合記載欄（左辺）・統合記載欄（右辺）（型）：－ 統合記載欄（左辺）・統合記載欄（右辺）（型）：（空欄） 誤記を訂正 R8.3.25

25 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010001_住民票の写しの諸
元表」
シート「0010003_住民票の写し（世帯
連記式）の諸元表」

- 認証文（桁数/行）：30 認証文（桁数/行）：25 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

26 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010004_住民票の除票の写
しの諸元表」

- 認証文（桁数/行）：33 認証文（桁数/行）：25 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

27 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010007_転出証明書の諸元
表」

- 二次元コード個人　行政事務標準文字用（内容）：
（前略）
当該二次元コードは「二次元コード個人」より小さいサイズにて印
字
（後略）

二次元コード個人　行政事務標準文字用（内容）：
（前略）
当該二次元コードは「二次元コード個人」より小さいサイズにて印
字
当該二次元コードは「二次元コード個人」より小さいサイズにて印
字
（後略）

誤記を訂正 R8.3.25

28 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 氏名（和暦・西暦）：－ 氏名（和暦・西暦）：（誤った関数） 誤記を訂正 R8.3.25

29 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010016_職権記載等通知書
の諸元表」

- 住所を定めた年月日項目名（桁数/行）：9/2 住所を定めた年月日項目名（桁数/行）：9 誤記を訂正（帳票レイアウトに合わせ
た修正）

R8.3.25

30 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_諸元表

シート「0010017_成年被後見人異動
通知の諸元表」

- ２．構成
複数枚の跨り：無
○枚中○枚目表示：無

２．構成
複数枚の跨り：無し
○枚中○枚目表示：無し

誤記を訂正 R8.3.25

31 住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令
和８年３月25日版）】
別紙_帳票一覧・レイアウト

シート「0010008_転出証明書に準ず
る証明書のレイアウト」

- 「上記の者について、　　から転出する旨の届出があったことを
証明する。」

「上記の者について、当区から転出する旨の届出があったことを
証明する。」

誤記を訂正(諸元表に合わせた修正） R8.3.25


